
沖縄県公安委員会定例会会議録（令和８年３月５日）

１ 主な報告等

⑴ 令和８年度警察費当初予算（案）について

委員から、サイバー空間をめぐる脅威への対策や道路交通環境の整備など、当面

の課題を解決するために予算を有効に活用してほしい。また、来年度から初めて予

算化する待機宿舎借上事業費も、離島に勤務する警察職員が安心して勤務するため

にも必要な費用だ。限られた予算を治安情勢に即して最適に配分し、引き続き安全

で安心な沖縄県の実現に向けて尽力してもらいたい旨の発言があった。

⑵ 令和７年中における人身安全関連事案の取扱い状況等について（暫定値）

委員から、複数の警察署が連携して特異行方不明者を発見した報告について、非

常に素晴らしい対応だと感じた。引き続き警察署の連携を維持してほしい。ＤＶ事

案、ストーカー事案及び恋愛感情のもつれに起因する暴力的事案は、今後とも取扱

件数が増えていくと思う。これまでは相手と情を通じて人間関係を築くことがてき

たが、現代は、ＳＮＳやテレビゲーム等の普及により、対面での会話の機会も減り、

バーチャルの世界が広まっている。コミュニケーション能力も低下してしまい、ノ

ーと言われるのを受け入れることが下手になっていると思う。感情をうまくコント

ロールできず、自分の欲求をかなえられない不満を我慢できずに暴力的な事案に発

展していってしまうのではないかと危惧している。相談を受けた警察官が、いかに

相手から聞き出してその内容を分析するかによってその後の対応が大きく変わると

思うので、相談受理者のスキルアップを図って的確な対応をしてほしい。また、人

身安全関連事案の現場で対応する警察官も、暴言を吐かれるなど大変な思いをして

いることと思うので、メンタルケアもしっかり行ってもらいたい旨の発言があった。

⑶ 交番、駐在所等における手話リンクサービスの運用開始について

委員から、手話教室のテレビ講座を見たことがあるが、マスターするには時間が

かかると感じた。手話ができる警察官を養成するより、手話リンクサービスを利用

した方がはるかに効率的であり、早期に導入したことは評価できる。これまで交番

に人が不在で利用をためらっていた聴覚障害等の方々にも、安心して利用してもら

えるようになると思う。法曹界でも似たような取組として、外国人向けに通訳者を

介して多言語情報提供サービスを行っているが、本人の意思を確認するのに多少の

時間を要すると聞いたことがある。この手話リンクサービスでもオペレーターを介

することで若干のタイムラグが発生することが考えられることから、効率的な聴取

方法などを警察職員に周知しておいてもらいたい。昨年は視覚障害者に配慮したパ

トカーの発光パターンを導入するなど、警察の障害者への配慮が年々高まっている

と感じた。これまで導入した制度が有効に機能しているかどうか継続的に検証を行

い、今後ともサービスの質を高めてもらいたい旨の発言があった。



⑷ その他

警察本部から、人身安全関連事案については、引き続き的確な対応を行っていく

ためにも、委員提言のとおり、相談受理者のスキルアップと負担軽減の両面の課題

をクリアしていきたい。人身安全関連事案は、一つの警察署の管轄で収まらず、署

境、県境を越えて対応することが多い。関係する所属間の情報共有が非常に重要で

あることから、自署だけで解決しようという意識を払拭し、しっかり連携して対処

していきたい。

また、交番における手話リンクサービスの導入により、聴覚障害者等にも安心し

て交番・駐在所を利用できることについて、適切に周知を図ってまいりたい。オペ

レーターを介することから、聴取する警察職員の能力も必要になる。実際にサービ

スを利用した方や通報を受けた職員から改善点の聞き取りなどを通じて、よりよい

サービスにつなげていきたい旨の発言があった。

２ 主な決裁等

⑴ 警務部

・ 公安委員会宛て苦情の受理について

・ 公安委員会宛て文書について

・ 公安委員会宛て保有個人情報の開示請求について

・ 警務関係報告

・ 広報相談課関係報告

・ 裁決書の事前説明について（２件）

・ 監察関係報告

⑵ 生活安全部

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく行政処分規程の

見直しについて

・ 令和７年中におけるストーカー行為等の規制等に関する法律第５条（禁止命令等）

に係る行政処分の実施状況について

・ 公安委員会宛て苦情の調査結果について

⑶ 地域部及び刑事部

・ 公安委員会宛て苦情の調査結果について

⑷ 交通部

・ 沖縄県公安委員会事務専決規程の一部改正について

・ 自動車運転免許の行政処分について

・ 弁明書の作成について（２件）

⑸ 警備部

・ 警察職員等の援助要求について


